
徳
島
県
規
則
第
十
四
号

徳
島
県
医
師
修
学
資
金
等
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
十
九
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

徳
島
県
医
師
修
学
資
金
等
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
医
師
修
学
資
金
等
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
徳
島
県
規
則
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
四
項
中
「
第
三
項
中
」
を
「
前
項
中
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
二
を
削
る
。

様
式
第
二
号
中
「者

は

」
を
「者

は

」
に
、
「入

学
し

」
を
「入

学
し

」
に
、
「あ

っ
て

，
、

，
、

，

」
を
「あ

っ
て

」
に
、
「あ

り
ま
た

」
を
「あ

り
ま
た

」
に
、
「県

内

」
を
「徳

島
県
内

」

、
，

，
、

、

に
、
「認

め

」
を
「認

め

」
に
改
め
る
。

，
、

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


